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物価高対応子育て応援手当の支給について 

 

１ 概要 

令和７年１１月２１日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、

０歳から高校３年生年代までのこども達に１人当たり２万円の「物価高対応子育て応援手

当」を支給することが決定されました。これを踏まえ、本市においても以下の支給方法や今

後のスケジュールにより実施するものです。 

 

２ 物価高対応子育て応援手当について 

(１)事業の目的  

物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受

けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援す

る観点から、物価高対応子育て応援手当を支給する。 

(2)支給対象者 

児童手当支給対象児童（令和７年９月３０日時点）を養育する父母等 ※対象児童に

は、令和７年１０月１日以降令和８年３月３１日までに生まれる新生児も含む 

【多摩市対象者見込み数】世帯数・・・１２,５１７世帯   児童数・・・２０,３８１人 

※児童手当支給者、公務員、新生児、施設入所者等 

(3)給付額 

こども一人当たり 一律 ２万円  ※所得制限なし 

(4)事業スキーム 

・「プッシュ型」で支給。応援手当の案内通知及び希望しない場合等の申出書送付 

・（希望しない場合など必要であれば）申出書の返送 

・児童手当登録銀行口座等への振込 

・公務員・新生児等は別途申請必要（公務員対象見込者に別途勧奨通知を送付予定。 

新生児は別途児童手当を申請された方へ応援手当を支給する） 

 

３ スケジュール（予定） 

   令和 8年 1月２９日 支給お知らせハガキ発送(プッシュ型・児童手当受給者) 

          2月１２日 応援手当の案内通知発送(公務員他) 

2月２７日 応援手当支給（プッシュ型・児童手当受給者） 

２月～３月 公務員他申請受付 

３月～５月 応援手当支給（公務員他） 

 

以上 


